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議第76号

京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための

措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関

する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成30年５月17日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための

措置に関する条例の一部を改正する条例

　京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関

する条例の一部を次のように改正する。

　第２条第２項中第８号を第９号とし，第７号を第８号とし，第６号を第７

号とし，同条第５号中「次号」を「第７号」に改め，同号の次に次の１号を

加える。

　⑹　小規模宿泊施設　法第２条第３項に規定する簡易宿所営業を営む施設

で，次に掲げる要件を備えているものをいう。

　　ア　客室の数が，１であること。

　　イ　施設の全てを宿泊者の利用に供するものであること。

　　ウ　宿泊の形態が，１回の宿泊について，９人以下で構成される１組に

限られること。

　第８条の見出し中「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に改め，同条各

号列記以外の部分中「第１条第１項第11号」を「第１条第１項第８号」に改

め，同条第１号を削り，同条第２号を同条第１号とし，同条第３号中「その

他これに類する設備」を「を設けるときは，当該玄関帳場」に改め，同号

ウを同号エとし，同号イ中「場所」の右に「（施設の内部に限る。）」を加え，
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同号イの次に次のように加える。

　　ウ　営業者又は営業者の使用人その他の従業者（以下「使用人等」とい

う。）が駐在し，法第６条第１項に規定する宿泊者名簿の記載その他

の事務を行うために適したものであること。

　第８条第３号を同条第２号とし，同号の次に次の１号を加える。

　⑶　令第１条第１項第２号に規定する宿泊しようとする者の確認を適切に

行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するもの（以下

「玄関帳場代替設備」という。）を設けるときは，当該玄関帳場代替設

備が前号イに掲げる基準に適合すること。

　第８条第９号中「のホテル営業」を「の旅館・ホテル営業」に，「「ホテル

営業施設」」を「「旅館・ホテル営業施設」」に，「当該ホテル営業施設」を

「当該旅館・ホテル営業施設」に改め，同号を同条第10号とし，同条第８号

イを同号ウとし，同号アの次に次のように加える。

　　イ　宿泊者の需要を満たすことができる数の大便器を設けること。

　第８条第８号を同条第９号とし，同条第７号中「利用者」を「宿泊者」に

改め，同号を同条第８号とし，同条第６号を同条第７号とし，同条第５号イ

を削り，同号アに次のただし書を加える。

　　ただし，特別の事情がある場合は，この限りでない。

　第８条第５号アを同号エとし，同号にアからウまでとして次のように加え

る。

　　ア　出入口及び窓を除き，客室と他の客室及び客室以外の施設との境は，

壁又は板戸，ふすまその他これらに類するもの（固定されたものに限

る。）で区画されたものであること。

　　イ　出入口及び窓は，鍵を掛けることができるものであること。

　　ウ　客室の外部から内部を見通すことを遮ることができる設備を有する

こと。

　第８条中第５号を第６号とし，第４号を第５号とし，同号の前に次の１号
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を加える。

　⑷　玄関帳場代替設備を設けるときは，施設の内部に旅館業法施行規則

（以下「規則」という。）第４条の３第２号に規定する設備を有する部

屋を設けること。

　第９条を削る。

　第10条第１項各号列記以外の部分中「第１条第３項第７号」を「第１条第

２項第７号」に改め，同項第２号中「玄関帳場その他これに類する設備」を

「宿泊者との面接に適した玄関帳場」に改め，同項に次の１号を加える。

　⑶　玄関，客室その他の簡易宿所営業の用途に供する施設（以下この号に

おいて「簡易宿所営業施設」という。）が存する建築物に住戸又は簡易

宿所営業以外の営業の用途に供する施設が存するときは，当該簡易宿所

営業施設が当該住戸又は簡易宿所営業以外の営業の用途に供する施設と

明確に区画され，かつ，当該建築物の廊下，階段，出入口その他の避難

施設に宿泊者と当該住戸の居住者の共用に供する部分が存しない構造と

すること。ただし，特別の事情がある場合は，この限りでない。

　第10条第２項前段中「第１条第３項第７号」を「第１条第２項第７号」に，

「第８条第３号から第８号まで及び前条第１項第２号」を「前条第２号及び

第５号から第９号まで」に改め，同項後段中「同号」を「同条第６号イ」に，

「旅館営業」を「出入口及び窓」に，「簡易宿所営業」を「窓」に改め，同

条を第９条とし，同条の次に次の１条を加える。

（小規模宿泊施設の構造設備の基準の特例）

第10条　小規模宿泊施設において簡易宿所営業を営むときは，前条第１項第

２号及び同条第２項において準用する第８条第２号の規定にかかわらず，

前条第１項第２号に規定する玄関帳場を当該小規模宿泊施設の外部に設け

ることができる。この場合において，当該小規模宿泊施設及び当該小規模

宿泊施設の外部に設ける玄関帳場（以下「施設外玄関帳場」という。）は，

次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
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　⑴　当該小規模宿泊施設の出入口は，鍵を掛けることができるものである

こと。

　⑵　当該小規模宿泊施設は，宿泊者が管理者（第18条第７項に規定する体

制の責任者をいう。以下同じ。）と連絡を取ることができる電話機その

他の機器を有すること。

　⑶　当該施設外玄関帳場は，当該小規模宿泊施設への人の出入りの状況を

確認することができる設備を有すること。

　⑷　当該施設外玄関帳場は，当該小規模宿泊施設におおむね10分以内に到

着することができる場所に設けること。

２　前条第１項第２号の規定にかかわらず，小規模宿泊施設であり，かつ，

京町家（京都市京町家の保全及び継承に関する条例第２条第１号に規定す

る京町家をいう。）である施設については，玄関帳場を設けることを要し

ない。

　第11条第１項各号列記以外の部分中「第１条第４項第５号」を「第１条第

３項第５号」に改め，同条第２項前段中「第１条第４項第５号」を「第１条

第３項第５号」に，「第８条第４号から第８号まで」を「第８条第５号から

第９号まで」に，「第９条第１項第２号」を「第９条第１項第３号」に改め，

同項後段中「同号中「旅館営業」とあるのは，」を「第８条第６号イ中「出

入口及び窓」とあるのは「窓」と，第９条第１項第３号中「簡易宿所営業」

とあるのは」に改める。

　第17条第５項中「旅館業法施行規則」を「規則」に改める。

　第18条第４項中「玄関帳場その他これに類する設備の設置場所」を「施設

の内部又は施設外玄関帳場」に改め，「方法」の右に「（玄関帳場代替設備

を設置している場合にあっては，面接と同等の方法として市長が認める方

法）」を，「人数確認」の右に「並びに適切な鍵の受渡し（客室の出入口が鍵

を掛けることができるものである場合に限る。）」を加え，同条第９項を同条

第11項とし，同条第８項中「代表者名）」の右に「，管理者の連絡先（前項
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第２号の規定により，施設の内部に営業者が駐在し，又は使用人等を駐在さ

せる場合を除く。）」を加え，「及び営業」を「，営業」に改め，「種別」の

右に「及び施設外玄関帳場の所在地（施設外玄関帳場を設置した場合に限

る。）」を加え，同項を同条第９項とし，同項の次に次の１項を加える。

10　営業者は，施設外玄関帳場を設けるときは，当該施設外玄関帳場の外部

から見やすい場所に，次に掲げる事項を掲示しなければならない。

　⑴　当該施設外玄関帳場を第10条第１項の規定により設ける施設外玄関帳

場とする施設の名称

　⑵　施設外玄関帳場である旨

　第18条第７項の次に次の１項を加える。

８　営業者は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に掲げる場所

に，人を宿泊させる間駐在し，又は使用人等を駐在させなければならない。

　⑴　第10条第１項の規定により施設外玄関帳場を設ける場合及び同条第２

項の規定により玄関帳場を設けない場合　施設におおむね10分以内に到

着することができる場所

　⑵　前号に掲げる場合以外の場合　施設の内部　

　第23条各号列記以外の部分中「第７条の２」を「第７条の２各項」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，平成30年６月15日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の際現に旅館業法（以下「法」という。）第３条第１項

の規定による許可（以下「許可」という。）を受けている者（法附則第15

条又は第16条第３項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。

以下「営業者」という。）が営む当該許可に係る旅館業の施設の構造設備

のうち，この条例による改正後の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正
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な運営を確保するための措置に関する条例（以下「改正後の条例」とい

う。）第８条第１号及び第６号イの規定に適合しないものについては，こ

れらの規定は，当該構造設備が変更されるまでの間，適用せず，なお従前

の例による。

３　改正後の条例第18条第８項の規定は，許可の申請（平成30年９月15日前

にされたものに限る。）に係る施設，建築基準法第６条第１項又は第６条

の２第１項（同法第87条第１項においてこれらの規定を準用する場合を含

む。）の規定による確認の申請（同日前にされたものに限る。）に係る施設

及び同日前にこの条例による改正前の京都市旅館業法の施行及び旅館業の

適正な運営を確保するための措置に関する条例第16条第１項に規定する標

識又は改正後の条例第16条第１項に規定する標識が設置された施設におい

て旅館業を営む者並びに営業者（旅館業法施行令第１条第１項第２号に規

定する宿泊しようとする者の確認を適切に行うための設備として厚生労働

省令で定める基準に適合するもの及び改正後の条例第10条第１項後段に

規定する施設外玄関帳場をいずれも設けていない者に限る。）については，

平成32年３月31日までの間，適用しない。

提案理由

　旅館業法の一部改正等を踏まえ，旅館業の施設の構造設備の基準を定める

等の必要があるので提案する。


